
 任期付職員の募集（公認会計士）  
 
 
防衛監察本部では、会計に関する監察及び職務の執行の適正を確保するための内部統制に関する監察

の業務に従事する任期付職員（公認会計士）を募集いたします。 
 
１ 業務内容 

防衛省・自衛隊の会計業務に関する監察及び職務執行の適正を確保するための監察業務。 
 
２ 募集人員 

１名 
 
３ 応募資格 
⑴ 公認会計士資格を有すること。 
⑵ 公認会計士としての実務経験を２年以上有すること。 
⑶ 任用期間中、継続して勤務が可能であること。 
 
※ ただし、以下に該当する方は応募できませんので、ご了承ください。 
① 日本国籍を有しない者 
② 自衛隊法第３８条第１項の規定により防衛省職員になることができない者 
・ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者 
・ 法令の規定による懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者 
・ 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこ  
れに加入した者 

③ 平成１１年改正前の民法の規定による準禁治産の宣言を受けている者（心神耗弱を原因とするもの以外） 
 
４ 採用形態 

自衛隊法（昭和２９年法律第１６５号）第３６条の２の規定に基づき、常勤の国家公務員（防衛事
務官）として採用の予定です。 
※自衛隊法に基づく守秘義務や兼職制限等の他、防衛省に在職中及び離職後２年間は、公認会計士
法（昭和２３年法律第１０３号）第２４条第３項に規定する業務の制限が適用されます。 

 
５ 任用期間 

令和６年７月１日から令和９年６月３０日まで（予定） 
 
６ 勤務条件等 
⑴ 勤 務 地：防衛省防衛監察本部（東京都新宿区市谷本村町５－１） 
⑵ 給与・手当：防衛省の職員の給与等に関する法律（昭和２７年法律第２６６号）に基づき、これ

までの経歴等を勘案して支給します。 
⑶ 勤 務 日：月曜日から金曜日（祝日、年末年始は除く） 
⑷ 勤 務 時 間：９時３０分から１８時１５分（１２時から１３時までを除く） 
⑸ 休   暇：年次休暇、特別休暇等 
⑹ 服   務：自衛隊法に定める服務規律や自衛隊員倫理法（平成１１年法律第１３０号）の規定

が適用されます。 
⑺ 社 会 保 険：防衛省共済組合 
⑻ そ の 他：採用後は、監察業務のため、全国の陸・海・空自衛隊の部隊やその他機関に年間約

１０回程度出張します。 
 
７ 応募要領 
⑴  応募方法：履歴書（随意様式、写真貼付、電話番号及びメールアドレスを記載）、職務経歴書及 

び公認会計士の資格を証明する書類を揃え、下記宛先まで郵送してください（簡易 
書留に限る）。 

⑵ 応募締切：令和６年３月８日（金）必着（応募の状況により延長あり） 
⑶ 選考方法：一次選考（書類審査）、二次選考（面接試験） 

※一次選考合格者のみ、二次選考の日時・場所を連絡いたします。 
⑷ そ の 他：①応募書類の返却はいたしませんので、予めご了承ください。 

②応募書類に記載されている個人情報は、本採用業務のために使用し、ほかの目的に
は使用いたしません。 

 
 

【応募書類送付先】 
〒１６２－８８０７ 
東京都新宿区市谷本村町５－１ 
防衛監察本部総務課人事係 あて 

【問い合わせ先】 
防衛監察本部総務課 採用担当 岩永、山口 
電話番号０３－３２６８－３１１１（内線３３０３２、３３０２１） 

 

 


